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 人口 １５７，８０８人
うち６５歳以上の人口 ５４，３７２人

６５歳～７４歳 ： ２３，７０１人

７５歳以上 ： ３０，６７１人

 世帯数 ８０，４０５世帯
うち ６５歳以上世帯 ４０，１７８世帯

高齢単身世帯 ：１９，１１９世帯

高齢者２人暮らし世帯 ： ９，０６６世帯

その他世帯 ：１１，９９３世帯

 高齢化率 ３４．５％

令和７年８月３１日現在

１ 弘前市の現状



「ともに支え合い 誰もがいきいきと暮らせる 地域共生社会の実現」

『弘前市成年後見制度利用促進基本計画』

成年後見制度の対象とならない身寄りのない高齢者における

身元保証や死後事務を受任する体制の構築が求められる

『弘前市地域福祉計画』

１ 弘前市の現状

➢少子高齢化
➢核家族化

の進展

これらに付随し、身寄りのない高齢者の増加も見込まれる。

基本理念

市の福祉行政全般の上位計画

福祉行政の個別計画



２ 国の動き
 身寄りのない高齢者を対象に、身元保証や死後事務、日常生活支援等のサービス

を行う「高齢者等終身サポート事業」に参入する民間事業者が急増

・・・その結果・・・

【トラブルの例】
◆サービスの内容・対価が不明瞭
◆サービス内容や質のばらつき
◆契約が履行されない
◆事業者の経営破綻による預託金の未返還 等々

契約に関するトラブルが多発!!

課題：利用者が安心できる体制・事業者の確保



２ 国の動き

 事業者の適正な事業運営の確保

 事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して利用できるサービス

令和６年６月

関係省庁※により

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」策定

事業者運営の参考＆利用者による事業者を判断するための目安

利用者が安心できる体制・事業者とは

※内閣官房（身元保証等高齢者サポート調整チーム）・内閣府（孤独・孤立対策推進室）

・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省

① 「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供するものであること
② 本人（契約者）と締結した契約に基づき、サービス提供するものであること
③ 事業として継続的に提供するものであること



２ 国の動き

利用者が安心できる体制・事業者とは

厚生労働省HPより抜粋（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00021.html）



３ 弘前市の課題

 弘前市地域包括支援センター運営協議会では

「一人暮らしや身元保証人等がいない高齢者への支援体制が十分でない」

として平成３０年度から課題提起していた。

 令和６年度「終活における死後事務委任契約について」

をテーマに弘前圏域成年後見制度普及・啓発講座を開催

アンケートに回答した参加者の

約３割が入院・入所や死亡時の身元保証人に対し不安
を感じている

 地域包括支援センターや市民の声



 医療機関や介護・障がい関連事業所の事例

３ 弘前市の課題

医療機関

• クレジットカード登録を身元保証に代わる機能として、医療費の支払いを担保している。

• 医療同意が本人から得られないため、厚生労働省の指針に従って倫理委員会等に基づき判断をして
いるケースがあるが、緊急時には対応が迫られ苦慮している。

• 日用品の購入支援や、自宅へ同行訪問してそろえている。

• 緊急連絡先がなくても入院を受け入れている場合もあるが、入院後も可能な限り求めている

• 退院時、介護や障がいの施設に入居する際に、事業者側から保証人を求められるも不在のため、退
院調整が難しい場合もある。

介護・障がい関連事業所

• 入居後、認知症の進行等により本人は金銭管理が難しくなった場合の対応に苦慮している。

• 入院時、緊急連絡際を求められるも、事業所では対応できず、行政等に相談しながら進めている。



３ 弘前市の課題

 市が対応した事例
生活保護受給者の入院・入所に伴う要請と対応

病院・施設からの要請

 緊急連絡先：ケースワーカー名を条件付きで記載可／医療行為同意は不可

 手続・説明：代筆や同意は不可（包括支援Cや親族へ依頼）／緊急時のみ例外対応

 物品準備：鍵を預かり持参、サービス利用調整は可／金銭管理代行は不可

 費用：制度説明は可／金銭管理は不可（転院事例あり）

 退院支援：ケア会議参加・介護連携は可／送迎や責任負担は不可

 遺体・遺品：葬祭扶助・葬儀会社依頼・相続人引渡し

 医療行為同意：すべて不可

残置物処理

 遺品・所持品：一時保管・返却をやむを得ず対応

 遺留金：病院に処分依頼

 強制退去：家財を一時保管し後日搬送



① 包括的な相談・調整窓口の整備

身寄りのない高齢者等 コーディネーター

４ 新たな支援体制

相談窓口

単身高齢者等包括支援プラットフォーム（例）

1．入居支援 2．つながり支援 3．見守り 4．生活支援 5．法律相談

6．財産管理 7．終活支援 8．権利擁護 9．死後対応 10．残置物処分

①相談

②支援プラン

③契約支援

④
契
約

⑤
支
援

「終活支援体制整備事業」

市民の老後における様々なニーズに応えるべく、身元保証を代替するサービスを提供する事業者の掘り起こしを行ない、
事業者とともに、身寄りのない高齢者が直面する生活課題等に向き合った、新たな支援体制の構築が必要

⑥
履
行
確
認

⑦
報
告



② 総合的な支援パッケージの提供

４ 新たな支援体制

①相談

②支援パッケージ

資力に乏しい
身寄りのない高齢者等

③契約・預託

支援パッケージの内容

≪身元保証を代替する支援≫ 

入院・入所時の手続き支援・緊急連絡先の指定の受託・緊急時の対応 など

≪日常生活支援≫ 
見守り・介護保険サービス等の手続き代行・公共料金の支払い代行・生活費の管理送金

・印鑑、証書、重要書類の保管 など

≪死後の事務支援≫
遺体の確認・引取り・葬儀・納骨・法要の支援・病院等の費用の精算代行・残存家財・
遺品の処分・居室の原状回復 など

＜事業者の掘り起こし＞

・日常生活自立支援事業（社協）
・シルバー人材センター 等

・寺社・葬儀社・病院・医療機関
・不動産会社・清掃（遺品処分）業者 等

相談窓口

「終活支援体制整備事業」



 令和６年度 市役所の関係課等にて勉強会開催

居宅介護支援事業所・介護支援専門員、

医療機関 等から現場のニーズを確認

 令和７年度 弘前市の現状と課題を分析し、包括的な相談

・調整窓口の整備を図るとともに、資力が

ない方も利用できる総合的な支援パッケー

ジを提供する取組の研究・開発を推進する

ため、弘前市社会福祉協議会に体制構築業務

を委託

 令和８年度 サービス提供開始予定

５ スケジュール
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